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２
月
７
日
（
火
）、
昭
和
村
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に
行
政
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。

道
路
・
河
川
の
整
備
、
登
記
・

農
地
転
用
・
年
金
な
ど
、
苦
情
や

意
見
・
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

な
お
相
談
日
以
外
で
も
、
口
頭

や
電
話
、
手
紙
な
ど
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

■
時
間

午
後
１
時
か
ら
４
時

■
行
政
相
談
員

加
藤
武
（
森
下

８
０
８
）、
1
２
４
―
６
８
３
９

■
問
い
合
わ
せ

総
務
課

村
で
は
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
運
営

管
理
業
務
を
指
定
管
理
者
に
移
行

す
る
た
め
村
内
に
住
所
を
有
す
る

団
体
・
法
人
等
を
対
象
に
指
定
管

理
者
を
公
募
し
ま
す
。

申
請
の
受
付
期
間
は
２
月
１
日

（
水
）
〜
15
日
（
水
）
ま
で
の
間

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
募
集
要
領
は
、
保
健
福

祉
課
で
配
布
し
ま
す
の
で
必
要
な

方
は
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
福

祉
係
　
内
線
25

会
社
や
役
所
な
ど
を
退
職
し
て
年

金
を
受
給
す
る
75
歳
未
満
の
人
と
、

そ
の
被
扶
養
者
が
加
入
し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
人

次
の
す
べ
て

に
当
て
は
ま
る
人
と
そ
の
被
扶
養

者
。
①
国
保
に
加
入
し
て
い
る
、

②
老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
て
い

な
い
、
③
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

な
ど
の
年
金
を
受
け
て
い
て
、
加

入
期
間
が
20
年
以
上
、
も
し
く
は

２
月
７
日
（
火
）
に

行
政
相
談
所
を
開
設

総
務
課
　
内
線
14

昭
和
村
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
を
募
集

保
健
福
祉
課
　
内
線
25

「
退
職
者
医
療
」加
入
の

届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う

保
健
福
祉
課
　
内
線
27

住民税の申告相談を右の表のとおり行います。
住民税は平成17年中に所得があり、18年１月１日現

在で昭和村に住所がある人などを対象に課税されるもの
です。17年中に所得があると思われる人は相談会場で申
告をすませてください。

①申告書。（配布されなかった人は当日配布します）
②所得金額の計算に必要な帳簿など。
③生命保険や簡易保険などの領収書。（土地を売った場
合は、土地売買契約書や領収書など）

④印鑑。
⑤給与支払報告書、または受領額の分かるもの。農業・
自営業等は収入金額および必要経費の分かるもの。

⑥社会保険料（国民年金保険料）控除証明書（ハガキで
通知されています）

⑦その他必要と思われる書類や領収書など。

①所得税の確定申告を税務署で行う人は、申告の必要は
ありません。

②通常、給与所得者は申告する必要がないため、申告書も
配布されません。しかし、給与以外の所得がある人や
雑損控除、医療費控除を受ける人は相談してください。

③収入金額および必要経費などが分かるように準備をし
てきてください。

④相談会場へ来られない人は、２月16日（木）～３月
15日（水）の間（土日を除く）に役場税務課までお越
しください。

税の申告相談

持参する物

注 意 事 項

永 井 下

永 井 上

入 原 下

入 原 上

藤 井 ・ 宮 貝 戸

根 岸 ・ 伏 田

森 下 上 ・ 中

森 下 下 ・ 入 沢

森下鎌沢・三ツ谷

橡久保北部・南部

吹張･宿･中宿･中内出

常木･滝寺･南内出･上内出

生 越

田岸･大堀･滝久保･池原

中 野 下 ・ 中 野 上

大河原・長者久保

追 分

赤 谷

赤城原第一･赤城原第二

松ノ木平第一･松ノ木平第二

永井住民センター

入 原 公 民 館

川額集落センター

地域活性化センター

地域活性化センター

昭和村役場委員会室

生越住民センター

貝野瀬構造改善センター

大河原住民センター

追分住民センター

赤 谷 区 民 館

赤 城 原 区 民 館

松ノ木平第二住民センター

2月20日

(月)

2月21日

(火)

2月22日

(水)

2月23日

(木)

2月24日

(金)

2月27日

(月)

３月１日

(水)

3月２日

(木)

3月3日

(金)

3月６日

(月)

月　日

(曜日) 

受付

時間
対 象 地 区 相 談 会 場

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

申告相談日程表
◎
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
11
時
30
分
、
午
後
１
時
〜
４
時
ま
で

※申告は、居住する行政区の相談会場のみとさせて
いただきます。
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■もんだい
新年明けましておめでとうござい

ます。今年も笑顔いっぱいの楽しい
紙面にしたいと思いますので、取材
の際にはご協力をお願いします。
では、問題です。今年2006年の

干支はなんでしょうか？

s村に住んでいる人・勤めている人ならどなた
でも応募できます。s賞品＝正解者の中から抽選
で図書券500円分を差し上げます。s締め切り＝
１月31日(火)。s発表＝２月号「広報しょうわ」。
s答えは必ずハガキに書き、下記要領で応募して
ください。

u12月号のクイズの答えは、「４日間」でし
た。応募総数は３通。当選者は次のとおりで
す(敬称略)。おめでとうございます。

こたえ
住所(行政区も)
氏名・年齢
TEL
投稿欄…広報でと
りあげてほしいこと
や気がついたことな
ど書いてください。

37 9 1 2 9 8切
手 昭

和
村
大
字
糸
井
三
八
八

昭
和
村
役
場

企
画
課

広
報
統
計
係

飼
犬
の
鳴
く
た
び
夜
半
に
鍵
を
開

け
久
び
さ
帰
郷
の
孫
を
待
つ
妻

新
木
　
武
治

七
十
歳
の
媼
作
り
し
新
米
を
一
粒

た
り
と
も
零
さ
ず
磨
ぎ
ぬ
　
　
　
　

阿
部
ト
シ
子

境
内
の
落
葉
を
掃
き
て
休
み
つ
つ

冷
た
き
蜜
柑
に
喉
を
潤
す

林
　
　
マ
ス

あ
れ
が
昨
夜
光
り
輝
き
し
月
な
る

や
真
綿
の
よ
う
な
薄
月
を
見
る
　

角
田
　
静
恵

着
せ
る
事
な
く
て
逝
き
し
と
仕
付

け
糸
付
き
し
半
纏
友
送
り
来
ぬ
　
　

小
林
　
文
吉

ま
た
揺
れ
て
置
物
も
楯
も
仕
舞
ひ

た
り
飾
れ
る
日
く
る
や
余
震
な
ど

な
く
　
　
　
　
　
　
星
野
　
利
子

九
十
二
歳
天
寿
全
ふ
し
媼
逝
く
琥

珀
色
な
る
梅
酒
残
し
て
　
　
　
　
　

須
藤
　
澄
子

厨
に
も
廊
下
に
ま
で
も
匂
ひ
く
る

佛
壇
に
供
へ
し
花
瓶
の
菊
が
　
　
　

堤
　
あ
さ
江

◆
◆
◆

広
報

文
芸
◆
◆
◆

短
　
歌

俳
　
句

大
枯
野
余
命
い
く
ば
く
枯
れ
急
ぐ
　

金
井
　
粂
子

訪
ね
き
て
留
守
家
の
庭
の
そ
ぞ
ろ

寒
　
　
　
　
　
　
　
真
下
　
章
子

着
重
ね
て
又
脱
ぐ
今
日
は
小
六
月
　

杉
木
　
哲
二

枯
野
原
一
夜
で
今
朝
は
雪
の
原

花
茂
　
喜
右

風
荒
れ
る
拓
地
の
朝
の
根
深
汁
　

林
　
　
町
子

遇
え
る
か
な
遠
回
り
す
る
月
の
道
　

坂
田
　
保
男

紅
い
実
の
落
ち
残
り
た
る
枯
野
か

な
　
　
　
　
　
　
　
大
河
原
一
郎

枯
野
宿
か
が
り
火
め
く
る
荒
れ
し

掌
に
　
　
　
　
　
　
狩
野
　
亀
男
　

★堤　　　サク子 ( 69 歳)

★中　嶋　元　暉 ( ７ 歳)

★堤　　　尚　子　 ( 18 歳)

入 原 下

根 岸

入 原 下

応募規定

40
歳
以
降
10
年
以
上
あ
る
。

■
届
け
出

年
金
証
書
を
受
け
取

っ
た
ら
、
14
日
以
内
に
役
場
ま
で

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。「
国

民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
必
要
な
物

保
険
証
、
年
金
証

書
、
印
鑑

■
注
意
す
る
こ
と

対
象
者
に
な

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
届
け

出
を
し
な
い
と
、
国
保
で
余
計
に

医
療
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
皆
さ
ん
の
負
担
軽
減
に
も

な
り
ま
す
の
で
、
対
象
に
な
っ
た

ら
必
ず
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
医
者
に
か
か
る
時

病
院
な
ど

の
窓
口
で
「
国
民
健
康
保
険
退
職

被
保
険
者
証
」
を
提
示
し
て
受
診

し
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
は
国
保

と
同
じ
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課

老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

を
受
け
て
い
る
方
に
は
、
１
月
下

旬
に
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か

ら『
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
』

が
送
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
昨

年
の
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
１
年

間
に
支
払
わ
れ
た
年
金
額
、
源
泉

徴
収
さ
れ
た
税
額
、
控
除
の
内
容

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
介
護

保
険
料
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
る
場
合
の
源
泉
徴
収
税
額

は
、
支
払
わ
れ
た
年
金
額
か
ら
介

護
保
険
料
額
を
控
除
し
た
後
の
金

額
で
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。）
年

金
の
ほ
か
に
収
入
が
あ
る
な
ど
の

理
由
で
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、

申
告
手
続
き
を
す
る
際
に
こ
の
源

泉
徴
収
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

も
し
、
１
月
末
日
ま
で
に
源
泉

徴
収
票
が
届
か
な
い
場
合
や
紛
失

し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
年
金

証
書
を
持
参
の
う
え
、
渋
川
社
会

保
険
事
務
所
で
再
発
行
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
遺
族
年
金
、
障
害
年
金

に
は
税
金
が
か
か
り
ま
せ
ん
の

で
、
こ
れ
ら
を
受
給
し
て
い
る
方

に
は
源
泉
徴
収
票
は
送
ら
れ
ま
せ

ん
。

源
泉
徴
収
票
が
送
ら
れ
ま
す

こ
ぼ


